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１．計画の概要 

（１）目的 

本市では、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」第５条に規定する「地域公共交通

計画」を令和４年４月に策定（計画期間：令和４年度～令和８年度）し、将来にわたって利便

性の高い公共交通サービスを安定的に提供していくため、本市が事業者や市民と連携しながら

実施する取り組みについて定めました。 

本計画は、同法第 27 条 14 項に基づき、誰もが移動しやすい地域公共交通の構築に向けて、

加賀市地域公共交通計画に定めた施策について具体の事業内容を定めるものです。 

 

（２）計画の位置づけ 

本計画は、公共交通に関する基本計画である「加賀市地域公共交通計画」に定めた公共交通

ネットワークの将来像や目標の達成に向け、各種施策の事業内容等を定めた実施計画として位

置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）関連計画との連携 

 1.都市機能の増進（立地適正化計画）との連携 

 「加賀市乗合タクシー」を始めとしたデマンド交通を加賀市立地適正化計画に掲げる「コンパ

クト・プラス・ネットワーク」の構築を支える基盤として位置づける。 

 誘導区域へのアクセス確保：都市機能誘導区域に集約された医療センター、公共施設、商業施

設等を主要な乗降ポイントに設定することで、自家用車を利用できない市民の移動を保障し、拠

点施設の利用促進を図る。 

 居住誘導の支援：居住誘導区域内におけるラストワンマイルの利便性を向上させることで、利

便性の高い居住環境を維持し、緩やかな居住集約を支援する。 

 

【本市の上位計画など】 

第 2 次加賀市総合計画 

第 3 期 加賀市 まち・ひと・しごと総合戦略 

【本市の関連計画】 

・加賀市都市計画マスタープラン 

・加賀市立地適正化計画 

・スマートシティ加賀推進計画 

・加賀市観光戦略プラン 

・第 5期加賀市地域福祉計画「福祉

こころまちプラン 2025」 

・加賀市地球温暖化対策実行計画 

・加賀市自転車のまち推進計画 

・加賀市 SDGs 未来都市計画 

加賀市 

地域公共交通計画 

【国の法制度・ 

関連計画等】 

・交通政策基本計画 

・持続可能な地域公

共交通の活性化及

び再生に関する法

律 

加賀市 

地域公共交通 

利便増進実施計画 
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 2.観光の振興に関する施策との連携 

 加賀市の基幹産業である観光業との連携により、交流人口の拡大と地域活性化を図る。 

 観光拠点への接続：既存の路線バスに加え、タクシーを補完するライドシェアが主要な観光資

源への補完的な移動手段として機能することで、観光客の回遊性、移動の自由度を向上させる。 

 

 3.その他の関連施策（福祉）との連携 

 高齢者外出支援・健康増進：高齢者の外出機会を創出することで、介護予防や健康増進を図る。 

 子育て支援：小中高生を対象とした移動手段の確保により、通学・通塾や公共施設の利用を容

易にし、子育てしやすい環境整備と連動させる。 

 

 

（４）実施区域 

実施区域は、加賀市全域とします。 

 

 

（５）実施予定期間 

実施予定期間は、令和８年７月１日～令和９年３月３１日とします。 
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２ 事業の内容・実施主体 

（１）地域公共交通計画における方向性 

①計画の理念 

上位計画である加賀市地域公共交通計画では、これまでの公共交通の課題を克服し、本市に

暮らす安心感や訪れた際の体験の質を高める、持続可能な公共交通の実現に向け、「KAGA スマ

ート あんしん ネット～ヒトとデジタルの融合による 誰もが移動しやすい地域公共交通の構

築～」を基本理念として設定しました。 

この基本理念の実現に向け、「①集約型まちづくりを支える効率的な地域公共交通網の形成」

「②新たな技術の導入による便利で快適な利用環境の整備」「③多様な来街者の周遊を促す利用

環境の充実」「④地域公共交通を使って支える風土づくり」の４つの基本方針を位置づけて、各

施策に取り組むことで、利便性の向上と運行の効率化を行い、利用者数の増加と経営の改善を

図ることとしています。 
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②地域公共交通の現状 

都市間交通ネットワークの幹線である北陸新幹線・並行在来線及び交通結節点となる加賀温

泉駅を拠点に位置付けるとともに、加賀温泉駅と山代地域・山中地域を接続する幹線の路線バ

スにより、地域間のまとまった移動ニーズに対応している。 

地域内や地域間の移動については、加賀温泉駅からの支線として、人口が多い大聖寺地域・

作見地域・片山津地域・山代地域を結ぶ路線バス（主に市民等の通勤・通学、日常生活の移動

等）及びキャンバス（市民に加え観光客の加賀温泉駅から温泉街や主要観光地の周遊を促進す

る環状方向の移動）を位置づけている。その他、生活交流ネットワークとして、市域全体を柔

軟かつきめ細かく移動できるデマンド交通（のりあい号、ライドシェア）やタクシーにより、

市民の日常生活の移動を支えている。 

 

 

  

出典：加賀市地域公共交通（R8.5 改定） 
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【公共交通の位置づけ・役割等】 

位置

づけ 
系統 役割 確保・維持策 

幹線 

各鉄道路線 ・都市拠点から

市外への広域

交通を担う 

・交通事業者と協議の上、一定以上の運行水

準を確保する 

乗合バス（路線バ

ス） 

温泉山中線 

・加賀温泉駅を

起点とし、平成

13年３月 31日

時点で複数の

自治体間（旧加

賀市、旧山中

町）を跨ぎ、各

拠点を連絡す

る 

・地域公共交通確保維持事業（幹線補助）を

活用し、維持可能な運行を目指す 

支線 

乗合バス（路線バ

ス） 

吉崎線、温泉大

聖寺線 

温泉片山津線、 

山代大聖寺線 

・市内各拠点を

運行し、軸とな

る幹線や地域

拠点に接続す

る 

・地域公共交通確保維持事業（フィーダー補

助）を活用し、維持可能な運行を目指す 

乗合バス（キャン

バス） 

小松空港線 

・加賀温泉駅と

小松空港を連

絡する 

・ゾーン運賃制の導入により、地元住民の利

用促進を図るとともに、地域公共交通確保

維持事業（フィーダー補助）を活用し、維

持可能な運行を目指す 

乗合バス（キャン

バス） 

海まわり線 

・加賀温泉駅を

起点とし、市内

外の温泉街や

主要観光地等

の周遊を促進

する 

・ゾーン運賃制の導入により、地元住民の利

用促進を図るとともに、地域公共交通確保

維持事業（フィーダー補助）を活用し、維

持可能な運行を目指す 

乗合バス（キャン

バス） 

山まわり線 

・加賀温泉駅を

起点とし、市内

外の温泉街や

主要観光地等

の周遊を促進

する 

・ゾーン運賃制の導入により、地元住民の利

用促進を図り、維持可能な運行を目指す

（今後地域公共交通確保維持事業（フィー

ダー補助）の活用を検討） 

乗合タクシー 

のりあい号 

 

・乗合バスを補

完し、日常生活

に必要な施設

等への移動を

柔軟に支える 

・一定以上の需要を確保（今後地域公共交通

確保維持事業（フィーダー補助）を活用予

定）し、維持可能な運行を目指す 

ライドシェア ・乗合バス、乗合

タクシーを補

完し、住宅地と

市内各拠点や

主要観光地に

接続する 

・市民や観光客

・公共交通が不足するいわゆる交通空白を解

消するツールの一つである。地域住民の利

用割合が低い状況であるため、周知を強化

し、需要を掘り起こし、維持可能な運行を

目指す 
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等の多様なニ

ーズに対応し

た移動を支え

る 

タクシー 

 

・市民や観光客

等の多様なニ

ーズに対応し

た移動を支え

る 

・交通事業者と連携した取組により、個別の

移動需要に対応し、維持可能な運行を目指

す 
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③地域公共交通計画における施策一覧と本事業の対象事業 

施策 具体的な取組 対象事業※ 

基本方針１：集約型まちづくりを支える効率的な地域公共交通網の形成   

(1)公共交通の持

続的運営に向

けた取組 

①交通版 EBPM の実施による継続的な改善 ○ 関連事業 1  

②路線バスの維持及び利用実態を踏まえた運行内容の見直し検
討 

－  

③キャンバスの見直しと補助対象フィーダー系統としての新規
指定 

－  

(2)地域の実情等

に応じた柔軟

な運行 

①地域内移動を支える新たなＡＩデマンド交通の導入検
討、利用促進 

● 事業 1 
【 ロ

①】 

②送迎バスなどの遊休資産の活用検討 －  

(3)公共交通間の

接続改善 
①公共交通間の円滑なダイヤ接続 －  

基本方針２：新たな技術の導入による便利で快適な利用環境の整備   

(1)MaaS 事業の推

進 

①MaaS アプリを活用した分かりやすい公共交通利用情報の整備・運用 －  

②利用者ニーズに対応した公共交通サービスの提供 －  

(2)デジタル活用に

よる最適な利用

環境の整備 

①新たな公共交通の利用を促す電子チケットの導入 －  

②北鉄加賀バスにおけるゾーン制運賃の導入検討 －  

   

(3)交通結節機能

の強化 

①加賀温泉駅におけるパーク＆ライド、キス＆ライド駐車場の整備・利用促進 －  

②駅・停留所におけるバリアフリー化の促進 －  

基本方針３：多様な来街者の周遊を促す利用環境の充実   

(1)回遊性向上に

向けた公共交

通の見直し 

①キャンバスの見直しと補助対象フィーダー系統としての新規指定（再
掲） 

－  

②小松空港行きのダイヤ改善 －  

③MaaS アプリを活用した分かりやすい公共交通利用情報の整備・運用（再掲） －  

(2)加賀温泉駅にお

ける観光案内機

能の強化 

①観光案内窓口・案内サインの充実 －  

②外国人利用増に向けた情報発信の多言語化 －  

基本方針 4：地域公共交通を使って支える風土づくり   

(1)MaaS 事業の推

進 

①「加賀市の公共交通ご利用ガイド」等の継続更新 ○ 関連事業２  

②MaaS アプリを活用した分かりやすい公共交通利用情報の整備・運用（再掲） －  

(2)幅広い世代の

市民に向けた

乗車機会拡大

への取組 

①運転免許証自主返納支援事業の拡充・周知 ○ 関連事業３  

②企業や地域イベントと連携した公共交通の利用促進 －  

③サイクルトレイン、サイクルバスの導入検討 －  

④公共交通に関するイベント・ノーマイカーデーの実施 －  

(3)地域公共交通の

事業者支援 
①交通事業者への支援 －  

※１ ●：本計画の対象事業、○：関連事業、【 】内は利便増進事業の該当項目（法§２⑬、施行規則§9の 3） 
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■参考：利便増進事業の内容として含まれ得る事業 

 

出典：地域公共交通計画等の作成と運用の手引き [別冊] 第４版（R5.10） 
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（２）利便増進事業の内容・効果 

1）事業対象 

公共交通の種類 加賀市乗合タクシー（のりあい号） 

運行事業者 加賀市（加賀第一交通株式会社に運行委託） 

運行の態様 ４条乗合（区域運行） 

運行ダイヤ 
6時30分～17時30分(17時30分までの乗車であれ

ば、目的地までは乗車可能) 

運行日 年中無休 

運行区域 加賀市内全域 

 

2）事業実施予定 

令和 8年 7月 1日から令和 9年 3月 31日まで 

 

3）実施内容 

通常 1 回の乗車ごとに 500 円(障害者手帳等の所持者および介添え者は、250 円)の運賃が必

要な AIオンデマンド運行の加賀市乗合タクシー（のりあい号）に定額制運賃(定期券)を導入す

る。定額制運賃の導入により、外出に対する経済的・心理的な障壁を解消し、高齢者、学生等

の移動の選択肢が限られている方を中心に外出機会の創出、通学支援を図ります。 

定期券の販売に関しては、現在回数券の販売を行っている販売所において、回数券と併せて

対面での販売を行う。また、予約アプリの改修を実施し、令和８年度中にデジタル定期券の購

入を可能とすることで、更なる利便性の向上を図っていく予定としている。 

本格運行の内容 

【対象者、料金は以下のとおり】 

  

対象者 設定の狙い 金額(月額) 

一般 通勤、買い物等の日

常移動における機会

の確保 

8,000円 

小中学生・高校生 登下校および放課後

の活動支援、保護者

の送迎負担軽減 

5,000円 
70歳以上の高齢者 通院・買い物等の外

出機会創出による

「フレイル予防」 

障がい者 社会参加および移動

の権利保障 

  

期待される効果 

・定額制の導入は、複数の目的地への移動でも負担が一定となるた

め、外出に伴う経済的・心理的な障壁を大幅に低減します。具体的

には、月に10回外出する場合、本来であれば1回あたり往復1,000円、

月額合計で10,000円の支出を要するところですが、定額8,000円の

定期券により1回あたりの実質負担を800円まで抑えることが可能

です。こうしたコストの可視化がもたらす「心理的な安心感」は、

高齢者の外出機会を創出し、地域社会との接点増加による新たな役

割の発見や日々の活力へと繋がります。さらに、通学利用への展開

は、子育て世帯における送迎負担の軽減にも寄与するなど、全世代

の活発な社会参加を強力に後押しします。 
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なお、上記効果に関しては、以下の実証運行の結果から推定 

・令和 7年 7月から高齢者等の外出機会「おでかけ」の創出、小中学

生・高校生の通学支援を図るために、学生と 70才以上の方を対象

に定期券の実証運行を実施 

 ※3,000円/月の設定 

期間 

指標 

実証前 
(R7.4～R7.6)  

実証期間 
(R7.7～R8.1) 

増加率 
※平均値比較 

総利用件数 

5,597件 

平均：1,865 件/月 
件数内訳 

学生：180 件 

70 歳以上：2,861 件 

19,442件 

平均：2,777 件/月 

件数内訳 

学生：1,660 件 

70歳以上：10,417件 

約 48％ 

新規登録者 
246人 

平均 82 人/月 

642人 

平均 92 人/月 
約 12％ 

※総利用件数・・・のりあい号を利用された件数（重複でカウント） 

※新規登録者・・・のりあい号を利用するために、利用者情報登録を

した人数 

事業の目標 

乗合タクシーの利用件数 

21,490件/年（R6.8～R7.7の実数。※R6.8～AIオンデマンド運行に切替） 

↓ 

令和8年度：25,000件（R7.7～R8.1の実数(19,442件（平均：2,777件

/月）)を基に見込数を算出） 
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（３）利便増進事業に関連して実施する事業    

【関連事業１】 交通版 EBPMの実施による継続的な改善 

事業内容 

・データに基づく効率的な交通体系を実現するため、既存のデータ（路線バ

スでの乗降調査など各事業者が収集するデータ）の収集のほか、MaaS アプ

リなどで収集するデータも活用し、交通版 EBPM（データに基づいた公共交

通の効率的で効果的な改善）による公共交通の改善に取り組みます。 

実施主体 加賀市、交通事業者（北鉄加賀バス、日本海観光バス） 

 

【関連事業２】 「加賀市の公共交通ご利用ガイド」等の継続更新 

事業内容 

・公共交通の情報を一元的にまとめた「加賀市の公共交通ご利用ガイド」を

継続的に更新及び情報発信するとともに、交通事業者と連携した乗換やバ

リアフリーなどの情報の充実を図ることで、市民や観光客等の公共交通利

用を促進します。 

実施主体 加賀市 

 

【関連事業３】 運転免許証自主返納支援事業の拡充・周知 

事業内容 

・運転に不安を持つ高齢者が事故の当事者になることを防ぐため、運転免許

証自主返納支援事業の拡充及び周知活動を実施し、高齢者の自発的な運転

免許証の返納を支援します。 

実施主体 加賀市 
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３ 地方公共団体による支援 

利便増進事業等の実施にあたり、本市が行う支援内容は次のとおりです。 

 

①市内公共交通の運行に向けた支援 

市民の日常生活や観光客の市内における移動手段を確保するため、市は、交通事業者が実施

主体となる路線バスやキャンバスの運行経費を支援するとともに、本市が実施主体となるのり

あい号（運行は交通事業者に委託）を運行します。また、のりあい号を補完する新たな移動手

段として、運行事業者や市民と連携した加賀市版ライドシェアの運行経費を支援します。 

 

②利便性向上に関する事業の実施 

市内公共交通の運行に係る停留所の整備や環境改善、運賃体系の改善など、交通事業者と連

携しながら、実施や支援を行います。 

 

③公共交通に関する情報発信・利用促進の取組 

利便増進事業で位置付ける事業を含め、公共交通に関する施策について、「加賀市の公共交通

ご利用ガイド」や市ホームページ、SNS 等の多様な媒体を通じ、市民に積極的な情報発信を行

い、利用促進に取り組みます。 

 

④効果的な施策実施のための調査・検討 

加賀市地域公共交通会議や加賀市地域公共交通活性化・再生協議会を開催し、施策の実施状

況等の調査・分析を行い、各施策の効果・課題等を協議・検討し、効果的な施策の実施に取り

組みます。 
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４ 事業実施に必要な資金の額・調達方法 

事業実施にあたっては、各関係者で適切な役割分担を図りながら、必要な資金を確保して実施

します。 

事業の持続性をより高めるため、乗合タクシーのフィーダー系統補助金の対象としての位置付

けを目指していきます。 

 

事業名 

【事業主体】 

総事業費 

（千円/年） 

調達方法（千円/年） 

交通事業者 

（運賃収入） 
加賀市 県 国 

定額制運賃(定期券)の導入 
【加賀市乗合タクシー】 

79,820 
内訳 

運行経費：79,770 

定期券印刷費：50 

10,601 69,219 0 0 

※ 総事業費は、令和 7年度の実績額を基に算出 

 



【参 考】
加賀市乗合タクシー乗降ポイント一覧（令和8年4月）














